
 

１．非上場株式等に係る贈与税・相続税の納税猶予の特例制度の創設【相続税・贈与税】 P45-P48(1)(2) 

（１）制度の概要（適用開始日：平成 30 年 1 月 1 日から平成 39 年 12 月 31 日まで） 
特例後継者が特例認定承継会社の代表権を有していた者から、贈与又は相続若しくは遺贈により、特例認定承継会社の

非上場株式を取得した場合には、その取得した非上場株式に係る課税価格に対応する贈与税又は相続税の全額につい

て、その特例後継者の死亡の日等までその納税を猶予。 
 

（２）用語の意義 
①特例後継者（ⅰとⅱを満たす者） 

ⅰ 特例認定承継会社の特例承継計画に記載された特例認定承継会社の代表権を有する後継者 

（同族関係者と合わせて総議決権の過半数を有する者に限る。） 

ⅱ 同族関係者のうち、特例認定承継会社の議決権を最も多く有する者 

（後継者が 2 名以上の場合には、総議決権数の 10%以上有する上位 2 名又は 3 名をいう。） 

②特例認定承継会社（ⅰとⅱを満たすもの） 

ⅰ 平成 30 年 4 月 1 日から平成 35 年 3 月 31 日までの間に特例承継計画を都道府県に提出した会社 

ⅱ 中小企業における経営の承継の円滑化に関する承認を受けたもの 

③特例承継計画（ⅰとⅱを満たすもの） 

ⅰ 認定経営革新等支援機関の指導及び助言を受けた特例認定承継会社が作成した計画 

ⅱ 特例認定承継会社の後継者、承継時までの経営見通し等が記載されたもの 

 

項 目 現 行（一般） 特 例 

対象株式 発行済議決権株式総数の３分の２ 全株 

相続時の猶予対象評価額 80％ 100％ 

雇用確保要件 
５年平均 80％維持 

実質撤廃 

（認定経営革新等支援機関の意見が必要） 

贈与者 先代経営者のみ ⇒ 複数株主可 複数株主 

受贈者 後継経営者１人のみ 後継経営者３名まで(最低 10％以上) 

相続時精算課税 推定相続人等後継者のみ 推定相続人等以外も適用可 

特例承継期間後の 

減免要件の追加 

民事再生・会社更生時にその時点の評価額

で相続税を再計算し、超える部分の猶予税

額を免除 

現行に譲渡・合併による消滅・解散時を追加 

提出期間 － 平成 30 年４月１日から５年間 

特例承継計画の提出 不要 要 

贈与期間 なし 特例承継計画提出から平成 39 年 12 月 31 日 
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  平成 30 年度税制改正大綱 PartⅢ 事業承継税制【訂正版】 

改正案 

改正案 

特例納税猶予　適用対象期間

特例承継計画提出期間

特例承継期間（事業承継期間）【5年間】

平成30年4月1日 平成35年3月31日 平成39年12月31日
③認定

②贈与等

①提出

④贈与税の申告期限
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